
 

 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター森林保険の引受条件に関する規程 

 

                                                       平成２７年４月１日 

                                                                      ２７森林保業第１号 

 最終改正令和５年３月２３日（４森林保業第 332号）  

   第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、森林保険法（昭和１２年法律第２５号。以下「法」という。）第５条第１項

の規定に基づき、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件を定めるこ

とを目的とする。 

 

   第２章 森林保険の保険金額の標準 

 

 （保険金額の標準） 

第２条 森林保険の保険金額の標準は、別表第１（以下「普通標準金額」という。）によるものとす

る。 

２ 国立研究開発法人森林研究・整備機構が第１５条に定める評価基準に従って立木の評価をした森

林については、前項の規定にかかわらず、森林保険の保険金額の標準は、その評価額（以下「評

価標準金額」という。）によるものとする。 

３ 評価標準金額を基礎として約定しようとする場合のヘクタール当たり保険金額は、その対象とす

る森林について第１５条に定める評価基準により評価した金額以下の額とする。この場合におい

て、1,000 円未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 保険金額の標準を異にする樹種が混交する森林の標準金額は、各樹種につき計算した標準金額を

合算したものとする。 

 

   第３章 森林保険の保険料率 

 

 （保険料率） 

第３条 森林保険の保険料率は、別表第２によるものとする。 

 

   第４章 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法 

 

 （保険金額及び保険料の算出方法） 

第４条 保険金額及び保険料は、森林保険契約をしようとする森林に生立する樹木を樹種別（原則と

して、すぎ、ひのき、まつ類、からまつ及びその他針葉樹並びにきり及びその他広葉樹の別をい

う。以下同じ。）及び林齢別にそれぞれの占有面積により区分して次の算式により算出した額（普

通標準金額による保険金額の場合は、占有面積区分毎の額の合計額）とする。ただし、評価標準



 

金額を基礎として約定しようとする場合で、当該森林の林齢を第６条第２項によって計算すると

き又は壮齢林（別表第４の２の（１）の壮齢林をいう。）若しくは特用樹（別表第４の４の特用

樹をいう。）であるときの保険金額及び保険料については、林齢別の区分は省略することができ

る。なお、この場合において、それぞれの算出された額に円未満の端数を生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

 一 普通標準金額による保険金額 

      占有面積区分毎の保険金額＝普通標準金額×占有面積（ha） 

                      ×付保率×分収林の持ち分割合 

   ただし、第７条の規定により保険金額を算出する場合、「普通標準金額」とあるのは、「修

正標準金額」とする。 

  占有面積区分：樹種別及び林齢別の各占有面積による区分 

   付保率：保険金額の標準に対する契約割合（１％単位で 100％を超えない。） 

   分収林の持ち分割合：分収林における被保険者の持ち分割合 

 二 評価標準金額による保険金額 

      保険金額≦評価標準金額 

  三 保険料 

    保険料＝保険金額×保険料率 

２ 第１３条ただし書きの保険期間の場合、１年未満となる最終保険年度の保険料は、平年、閏年に

かかわらず、１日分を１年分の３６５分の１として、当該１日分の保険料に最終保険年度の日数

を乗じた額とする。 

３  前項の場合において、最終保険年度に２月２９日を含むときは、当該保険年度の日数に２月２９

日を算入する。 

 

 （樹種別及び林齢別の占有面積の算出方法） 

第５条 樹種別及び林齢別の占有面積は、契約対象面積を樹種別及び林齢別の樹木の生立本数の割合

により区分して算出するものとする。ただし、土壌改良を目的とする造林により生立させた森林

において、主林木の植栽密度が当該地域の人工造林の通常の植栽密度以上であり、当該主林木の

みによる成林が可能であって、かつ、土壌改良木について森林保険契約が行われないことが明ら

かなときは、土壌改良木は保険の目的としない。 

 

 （林齢の算出方法） 

第６条 保険の目的たる森林の林齢は、造林の年から暦年に従って計算する。 

２ 造林の年を異にする樹木が混交する森林であって、造林の年を異にする樹木の混交状態からみ

て、林齢別の区分が困難と認められる場合は、各樹木につき造林の年から暦年に従って計算した

樹齢の平均によって計算する。 

 

 （樹木の生立本数が限界生立本数に満たない場合の保険金額の算出方法） 

第７条 普通標準金額をもって、保険金額を約定しようとする場合において、森林保険契約締結時の

樹木の生立本数が、別表第４の別表５に定める限界生立本数に満たない旨の申し出があった場合

の保険金額は、次の算式により算出した修正標準金額以下の額に契約面積を乗じて得た額とする。 



 

 

                            森林保険契約時のヘクタール当たり生立本数 

    修正標準金額 ＝ 普通標準金額 ×    ─────────────────────── 

                                        限界生立本数 

 

 (損害跡地に植栽した場合の契約面積及び保険金額の算出方法) 

第８条 保険の目的の一部が保険事故により滅失した跡地に植栽した樹木について森林保険契約を

しようとする場合の契約面積及び保険金額は、次の各号のとおりとする。 

 一 損害区域に点在的に損害が発生し、その区域全体に新植した場合は、当該損害に係る森林保険

保険金支払い及び保険料返還内訳書（以下「支払内訳書」という。）に記載された実損面積を

もって契約面積とする。 

 二 損害区域に点在的に損害が発生し、その区域の一部に新植した場合は、損害区域面積に対する

当該損害に係る支払内訳書に記載された実損面積の割合（損害率）に当該新植区域面積を乗じ

て得た面積を契約面積とする。 

 三 新植した本数が別表第４の別表５の限界生立本数の基礎となった植栽本数（以下「基準植栽本

数」という。）以上である場合の保険金額は、普通標準金額以下の額に第一号または第二号の

契約面積を乗じて得た額とする。 

 四 新植した本数が基準植栽本数未満である場合の保険金額は、次の算式により算出した修正標準

金額以下の額に第一号または第二号の契約面積を乗じて得た額とする。 

 

                      損害跡地のヘクタール当たり植栽本数 

   修正標準金額 ＝ 普通標準金額 × ───────────────────           

                                                基準植栽本数 

 

 （申込書に記載する面積、本数、材積の単位と算出方法） 

第９条 保険金額等の算出に用いる測定単位等は、次の各号のとおりとする。 

 一 面積の記載は、ヘクタールを単位とし、小数第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 二 本数の記載は本を単位とする。 

 三 材積の記載は立方メートルを単位とし、小数第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 

   第５章 森林保険の保険料の割引計算に関する事項 

 

 （長期割引） 

第１０条 ２以上の保険年度に対する保険料を一時に払い込むときは、当該保険年度に対する保険料

は、最初の保険年度に対するものを除き、別表第３による率によって割引計算する。 

 

（継続割引） 

第１０条の２ 森林保険契約（本条第２項において「前回契約」という。）の保険期間満了後におい

て保険の目的が同一となる森林保険契約を締結した場合、最初の保険年度に係る保険料を３％割

り引く。 



 

２  前項の割引は、前回契約の保険期間満了後１年未満内に保険期間が開始する森林保険契約に適用

する。 

３ 法第６条第２項の規定による分割払における第２回以降の保険料（第１０条に規定する長期割引

を適用する年度の保険料を除く。）についても第１項の割引を適用する。 

 

（花粉症対策苗木割引） 

第１０条の３ 保険の目的が花粉症対策苗木を植栽した森林の場合、植栽後２年以内に初めて森林保

険に加入するときの最初の保険年度の保険料を３％割り引く。 

 

   第６章 機構の免責に関する事項等 

 

 （免責） 

第１１条 森林保険法施行規則（昭和２８年農林省令第４６号）第４条の機構が定める額は、塡補す

べき額が 4,000 円未満のときとする。 

 

 （森林保険契約の対象とする最小面積） 

第１２条 森林保険契約の対象とする保険の目的たる森林の面積の最小は、0.01haとする。 

 

 （森林保険契約の対象とする保険期間の単位及び範囲） 

第１３条 森林保険契約の対象とする保険期間は、１年を単位とし、２０年を最大とする。 

   ただし、一以上の森林保険契約を締結している保険契約者が、当該森林保険契約を含む複数の

森林保険契約（同一契約者かつ同一被保険者（複数の場合を除く。）のものに限る。）の保険期

間の終期日同士又は終期日と年応当日（始期日の属する年の翌年以後の各年における当該始期日

に応当する各日をいう。）前日を統一しようとする場合、保険期間に１年未満の端数期間を加え

た新たな森林保険契約を締結することができる。 

 

（保険料の分割払） 

第１４条 法第６条第２項の規定により保険料を分割して払い込む場合においては、保険契約者は、

保険年度を単位として分割して保険料を払い込むこととする。 

２ 前項の場合においては、保険契約者は、第２回以降の保険料に対応する期間の開始までに、当該

保険料を払い込まなければならない。 

 

   第７章 立木の評価基準 

 

 （立木の評価基準） 

第１５条 森林保険の立木の評価基準は、次の各号のとおりとする。 

 一 伐採が予定される林齢（以下「伐期齢」という。）以上の立木及び伐期齢未満の立木で市場価

格のあるものについては、樹種別に次の算式により算出される価額とする。 

 

 



 

                        Ａ 

     ｘ ＝ ｆ     ────── － Ｂ 

             １＋ｒ 

 

     Ｘ ＝ ∑ｘjｖj － Ｃ 

   ｘ；１立方メートル当たりの立木価格で施設費を差し引いていないもの 

   ｆ；立木の推定利用率 

   Ａ；素材等（素材及び薪炭をいう。以下同じ。）の最寄市場における単位数量当たりの取引価

格 

   ；伐出事業の投下資本の推定回収期間（月） 

   ｒ；伐出事業の投下資本の推定月収益率 

   Ｂ；施設費以外の素材等の単位量当たりの事業費 

   Ｘ；立木の評価額 

   ｖ；立木の材積 

   Ｃ；施設費の総額 

 二 前号に掲げる立木以外の立木で人工植栽したものについては、樹種別及び林齢別に次の算式に

より算出される価額とする。 

 

    ア 11 年生以上の立木 

                               （ｉ－10）２            

       Ａｉ ＝（Ａｕ－Ｈ１０ ）──────   ＋ Ｈ１０                           

                                 （ｕ－10）２            

     Ａi   ；立木の評価額 

     Ａu  ；伐期齢に達したときの前号の算式により算出される推定立木価額 

     Ｈ１０；イの算式でｍを 10 とした場合に算出される価額 

      ｉ ；立木の現在林齢 

      ｕ ；伐期齢 

 

    イ 11 年生未満の立木 

        Ｈｍ＝Ｄ１（１＋Ｐ）ｍ－１＋Ｄ２（１＋Ｐ）ｍ－２＋･････＋Ｄｍ     

      Ｈｍ；立木の評価額 

        Ｄ１,Ｄ２,･････Ｄｍ；それぞれ植栽以後現在までの年ごとの造林費を評価現         

                  在の時価に換算した価額 

        Ｐ；年利率 

        ｍ；立木の現在林齢 

 三 はぜ、うるし、あべまき等果実、樹液、樹皮等の採取を目的とする特用樹については、樹種別

にその地方の通常の売買実例価格を参しゃくして算出される価額とする。 

 四 保健保安林等の立木で主として環境緑化木を人工植栽したものについては、第一号から第三号

の規定にかかわらず、樹種別に新植費を評価時現在の時価に換算した価額とする。 

 五 第一号から第四号に掲げる立木以外の立木については、樹種別及び林齢別に次の算式により算



 

出される価額とする。 

 

                   ｉ２ 

     Ａｉ ＝ Ａｕ× ───         

                      ｕ２ 

  Ａｉ；立木の評価額 

  Ａｕ；伐期齢に達したときの第一号の算式により算出される推定立木価額 

     ｉ；立木の現在林齢 

   ｕ；伐期齢 

２ 前項の規定の詳細は、別表第４のとおりとする。 

 

  附則 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。     

 

 附則 [平成２９年３月１７日 ２８森林保業第 337号] 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。     

 

 附則 [平成２９年６月２８日 ２９森林保業第 172号] 

１ この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。                           

２ 第４条第２項及び第３項、第１０条、第１０条の２、第１０条の３、第１３条、別表第２、別表

第３の規定は、平成３１年４月１日以降に保険責任が開始する保険契約に適用する。 

３  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日の間に保険責任が開始する保険契約については、

この規程の施行前の第１０条、第１３条、別表第２、別表第３の規定を適用する。 

    この場合、施行前の第１０条及び別表第３中「保険料期間」とあるのは、「保険年度」とする。 

４ 平成３１年３月３１日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例に

よる。 

 

附則 [令和５年３月２３日 ４森林保業第 332 号] 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第１３条、別表第２、別表第３の規定は、令和６年４月１日以降に保険責任が開始する保険契約

に適用する。 

３ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日の間に保険責任が開始する保険契約については、この

規程の施行前の第１３条、別表第２、別表第３の規定を適用する。 

４ 令和５年３月３１日の時点で現に保険責任が生じている保険契約については、なお従前の例によ

る。 



別表第１　保険金額の標準
樹種

す ぎ 1 年 1ヘクタールにつき 1,010,000 円
2 年 同 1,190,000 円
3 年 同 1,440,000 円
4 年 同 1,660,000 円
5 年 同 1,880,000 円
6 年 同 2,120,000 円
7 年 同 2,230,000 円
8 年 同 2,340,000 円
9 年 同 2,590,000 円

同 2,720,000 円
同 2,730,000 円
同 2,740,000 円
同 2,750,000 円
同 2,790,000 円
同 2,840,000 円
同 2,910,000 円
同 2,990,000 円
同 3,090,000 円
同 3,200,000 円
同 3,320,000 円
同 3,460,000 円

ひ の き 1 年 1ヘクタールにつき 1,010,000 円
2 年 同 1,190,000 円
3 年 同 1,440,000 円
4 年 同 1,660,000 円
5 年 同 1,880,000 円
6 年 同 2,120,000 円
7 年 同 2,220,000 円
8 年 同 2,330,000 円
9 年 同 2,590,000 円

同 2,720,000 円
同 2,730,000 円

15 年 同 2,740,000 円
16 年 同 2,750,000 円
17 年 同 2,770,000 円
18 年 同 2,780,000 円
19 年 同 2,800,000 円
20 年 同 2,820,000 円

同 2,840,000 円
同 2,990,000 円
同 3,180,000 円
同 3,430,000 円
同 3,730,000 円
同 4,090,000 円
同 4,500,000 円
同 4,960,000 円
同 5,470,000 円
同 6,040,000 円

1 年 1ヘクタールにつき 800,000 円
2 年 同 920,000 円
3 年 同 1,080,000 円
4 年 同 1,190,000 円
5 年 同 1,310,000 円
6 年 同 1,380,000 円
7 年 同 1,440,000 円
8 年 同 1,510,000 円
9 年 同 1,680,000 円

同 1,760,000 円
同 1,770,000 円
同 1,780,000 円
同 1,790,000 円
同 1,800,000 円
同 1,810,000 円

針葉樹（すぎ及
びひのきを除
く。）

36年以上40年以下
41年以上45年以下
46年以上50年以下
51年以上55年以下
56年以上60年以下
61年以上65年以下

61年以上

10年以上20年以下
21年以上35年以下
36年以上45年以下
46年以上55年以下
56年以上60年以下

56年以上60年以下
61年以上

10年以上12年以下
13年及び14年

66年以上

31年以上35年以下

21年以上25年以下
26年以上30年以下

26年以上30年以下
31年以上35年以下
36年以上40年以下
41年以上45年以下
46年以上50年以下
51年以上55年以下

林齢 保険金額の標準

10年以上14年以下
15年以上17年以下

18年及び19年
20年以上25年以下



広 葉 樹 1 年 1ヘクタールにつき 580,000 円
2 年 同 670,000 円
3 年 同 750,000 円
4 年 同 840,000 円
5 年 同 880,000 円
6 年 同 930,000 円
7 年 同 970,000 円

同 1,150,000 円
同 1,160,000 円
同 1,170,000 円

16 年 同 1,180,000 円
17 年 同 1,190,000 円
18 年 同 1,200,000 円
19 年 同 1,210,000 円
20 年 同 1,220,000 円

同 1,230,000 円
同 1,310,000 円
同 1,410,000 円
同 1,530,000 円

8年以上11年以下
12年及び13年

36年以上
31年以上35年以下

14年及び15年

21年以上25年以下
26年以上30年以下



別表第２ 保険料率 

クラス 齢 級 

保険料率（保険金額 1,000 円につき１年当たり） 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

針葉樹 広葉樹 

Ａ 

１齢級 ３．１６円 １．５８円 

２齢級以上 ２．５０円 １．２５円 

Ｂ 

１齢級 ３．９６円 １．９８円 

２齢級以上 ３．１３円 １．５７円 

Ｃ 

１齢級 ４．７５円 ２．３７円 

２齢級以上 ３．７６円 １．８８円 

 備考                                                                          

   Ａクラスは、茨城県、埼玉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、兵庫県、

香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県及び沖縄県の区域とする。 

   Ｂクラスは、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、

新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山

県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、福岡県、熊本県、大

分県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。                                

   Ｃクラスは、北海道、岩手県、千葉県及び京都府の区域とする。        

                                                                               

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表第２の別表１ 保険料率の算出方法                                       

 

１  基準保険料率 

（１）基準保険料率は、全国一律とし、保険金額 1,000円につき１年当たり３．１３円

とする。 

（２）基準保険料率の適用期間は、原則として割増引率の適用期間と同期間とする。 

（３）基準保険料率算定に用いる事故率は、基準保険料率を適用する７年度前の年度末

を終期とする３０年間のものとする。 

 

２  都道府県毎の割増引率 

（１）都道府県毎の割増引率は、別表第２の別表２において都道府県毎のロスレシオに

対応するものとする。 

（２）割増引率の適用期間は、４月１日から翌年３月３１日までの年度を単位とした５

年間とする。 

（３）ロスレシオは、割増引率を適用する３年度前の年度末を終期とする１０年間にお

ける修正計上保険料の合計に対する計上支払保険金の合計の割合をいう。 

    ロスレシオ＝（Ａｎ－３＋Ａｎ－４＋Ａｎ－５＋Ａｎ－６＋Ａｎ－７＋・・・＋Ａｎ－12）÷ 

           （Ｂｎ－３＋Ｂｎ－４＋Ｂｎ－５＋Ｂｎ－６＋Ｂｎ－７＋・・・＋Ｂｎ－12） 

  ｎ：割増引率の適用初年度 

    Ａｎ－３、Ａｎ－４ ・・・割増引率適用初年度の３年度前、４年度前の計上支払保険金 

    Ｂｎ－３、Ｂｎ－４ ・・・割増引率適用初年度の３年度前、４年度前の修正計上保険料 

（４）修正計上保険料は、４月１日から翌年３月３１日までの１年度に保険責任が開始

する契約の保険料について、保険責任開始時の基準保険料率を用いた場合の保険料

に修正したものをいう。 

    修正計上保険料＝（４月１日から翌年３月３１日までの１年度に保険責任が開始 

する契約の保険料に対応する保険金額）×（保険責任開始時の 

基準保険料率） 

（５）計上支払保険金は、４月１日から翌年３月３１日までの１年度に支払った保険金

をいう。 

 

３  都道府県毎の保険料率 

  次の計算式で求める。 

  都道府県毎の保険料率＝基準保険料率×（１＋都道府県毎の割増引率） 

             ×１齢級係数×広葉樹係数 

    １齢級係数：保険の目的が１齢級の場合に基準保険料率のうち純保険料率部分に乗

ずる。１．５とする。 

    広葉樹係数：保険の目的が広葉樹の場合に乗ずる。０．５とする。 

 

 

 



 

 別表第２の別表２                                                  

クラス Ａ Ｂ Ｃ 
              

        

              

          

  

              

        

               

 

ﾛｽﾚｼｵ 

未満 １３．３％ ５７．３％ － 

以上 － １３．３％ ５７．３％ 

適用割増引率 －２０％ ０％ ＋２０％ 

                                                                               

 

 

 

 

  別表第３ 割引計算率               

保険年度 割引率 
        

        

        

        

        

        

        

        

 

第２期 

第３期 

～ 

第 21 期 

 

 

９分５厘 

 

１割３分５厘 

 

 

 



別表第４

１ 立木の評価に用 立木の評価に用いる測定単位等は、原則として次のとおりとする。

いる測定単位等 （１） 距離は、メートルを単位とし、小数第２位を四捨五入して第１位止め

とする。トラック運搬距離は、キロメートルを単位とし、小数第１位を

四捨五入して整数止めとする。

（２） 角度は、度を単位とし、可能な限り度以下まで求める。

（３） 面積は、ヘクタールを単位とし、小数第３位を四捨五入して第２位止

めとする。

（４） 立木の本数は、本を単位とする。

（５） 立木の直径は、センチメートルを単位とし、２センチメートル括約と

する。

（６） 樹高は、メートルを単位とし、小数第１位を四捨五入して整数止めと

する。

（７） 立木の材積は、立方メートルを単位とし、小数第３位を四捨五入して

第２位止めとする。ただし、立木の材積が第３位に満たない端数である

ときは、第４位を四捨五入して第３位止めとする。

（８） 薪の測定単位は、層積立方メートル又は束（１メートルなわじめ）と

する。

（９） 施設の数量の単位は、作業道の延長、集材機及び索道の架線長等にあ

ってはメートル、積込盤台にあっては基、建物にあっては平方メートル

とする。

（10） 立木の推定利用率は、小数第３位を四捨五入して第２位止めとする。

（11） 素材の規格、測定単位等は日本農林規格の、木炭の規格、測定単位等

は一般社団法人全国燃料協会の定めるところによる。

２ 壮齢林の立木の （１） 第１５条に規定する立木の評価基準（以下「基準」という。）の第一号

評価 の適用対象（以下「壮齢林」という。）は、次の立木をいう。

ただし、（３）で定める材積評価対象外立木及び基準の第二号から第五

号までに規定する立木を除く。

ア 伐期齢以上の立木

イ 伐期齢未満の立木のうち市場価格のあるもの。

（２） 基準の第一号の「市場価格のあるもの」とは、ある立木から生産され

る素材等が最寄市場において一定の価格で取引されると見込まれる場合

におけるその立木をいう。また、「樹種別」とは原則として、すぎ、ひの

き、まつ類、からまつ及びその他針葉樹並びにきり及びその他広葉樹の

別をいう（基準の第二号から第五号までにおいて同じ。）。

（３） 材積評価対象除外立木とは、法令によりその伐採方法が禁伐又は択伐

と定められ、かつ、通常の材積生長を期待し難い飛砂防備保安林の立木、

流失した立木その他立木材積を基礎とする評価の対象から除外すること



を相当とする立木をいう。

（４） 評価因子の算出方法は、次のとおりとする。

ア ｆ（立木の推定利用率）

ｆは、評価対象立木から生産される素材等（素材及び薪炭をいう。

以下同じ。）の数量の立木材積に対する割合をいい、樹種別又は素材等

の区分別に、立木径級ごとの利用率の平均により算出する。

ただし、針葉樹のｆは別表第４の別表１によることができるものと

する。

イ Ａ（素材等の最寄市場における単位数量当たりの取引価格）

Ａは、樹種別又は素材等の区分別の、その地方での販売上有利な市

場又は発駅等（以下「最寄市場」という。）における単位数量当たりの

各銘柄の平均価格（以下「素材等の市場単価」という。）をいう。

素材等の市場単価は、評価時現在の生産者販売価格（消費税が加算

されている場合には、当該生産者販売価格から消費税相当額を控除し

て算出した価格）とする。

ただし、針葉樹素材の市場単価算出に用いる素材の材種別生産比率

は、別表第４の別表２によることができるものとする。

ウ �（伐出事業の投下資本の推定回収期間（月））

�は、伐出事業の実態に即した投下資本の推定回収期間（以下「資

本回収期間」という。）をいい、別表第４の別表３により求める。ただ

し、これにより難いときは、次の算式により算出する。

投下資本の平均額

資本回収期間（月）＝事業期間（月）×

事業費合計

事業期間は、立木代金の納付時又は担保の提供時から素材等の販売

完了時までの期間をいい、その地方での通常の事業実績を勘案して算

出する。

投下資本の平均額は、事業期間内の月ごとの末日における必要資金

（事業開始以降それぞれの月までの支出累計から収入累計を差し引い

た額をいう。）の平均額をいう。

事業費合計は、事業期間における立木代金、施設費及び施設費以外

の事業費の支出累計をいう。

エ ｒ（伐出事業の投下資本の推定月収益率）

ｒは、０．０１６を標準とする。

オ Ｂ（施設費以外の素材等の単位数量当たりの事業費）

Ｂは、伐採、加工、運搬、販売等の経費で、施設費以外の素材等の

単位数量当たりの事業費をいい、次の点を勘案して算出する。

ただし、別表第４の別表４に定める伐出事業に必要な作業区分の係

数に、その地方の伐出事業の平均賃金を乗じて求めることができるも

のとし、別表第４の別表４以外の作業区分を必要とする場合は、別途



算出する。

（ア） 作業方法、工程等は、その地方の通常の伐出事業の例による。

（イ） 賃金は、その地方の実勢を基礎とし、職種別に求める。

（ウ） 作業機械の損料、社会保険料及び林業退職金共済掛金（以下

「社会保険料等」という。）は、所定の額を計上する。

（エ） トラック運賃は、所轄の運輸局長への届出に係る車扱運賃料

金のうち距離制運賃料金を、その許容限度の範囲内で実勢により

修正して求める。

（オ） 雑費は、事業費（社会保険料等及びトラック運賃を除く。）の

１０パーセントを標準とする。

（カ） 借入金金利及び危険負担並びに法人税、所得税、配当引当金

等利益処分とみなされるものは、収益率に算入済みであるので、

別途計上はしないものとする。

カ ｖ（立木の材積）

ｖは、ｘ（１立方メートル当たりの立木価格で施設費を差し引いて

いないものをいう。）の算出の区分ごとに算出する。

ただし、針葉樹の単木材積は別表第４の別表１によることができる

ものとする。

キ Ｃ（施設費の総額）

Ｃは、搬出施設費（林道改良費、同修繕費を含む。）現場事務所の仮

設経費等生産数量に連動しない事業費の総額とし、立木の材積が３０

０立方メートル以上で、かつ、施設の新設等を必要とする場合に、そ

の地方の実績を勘案して算出することができるものとする。

３ 幼齢林の立木の （１） 基準の第二号の適用対象（以下「幼齢林」という。）は、壮齢林及び基

評価 準の第三号から第五号までに規定する立木以外の立木で、人工植栽（人

工下種を含む。以下同じ。）によるもの、土壌改良を目的とする造林によ

るもの及び誘導造林、天然下種補整等によるものでその保育が人工植栽

に準ずるものをいう。

（２） 幼齢林の立木の評価を林齢別に行うことは、原則として一の林齢に対

して一の評価額を求めることをいう。ただし、年の途中において年利率

の改定等があった場合には、この限りではない。

（３） 基準の第二号のアの算式の評価因子の算出方法は、次のとおりとする。

ア Ａｕ（伐期齢に達したときの基準の第一号の算式により算出される

推定立木価額）

Ａｕは、その幼齢林が伐期齢に達したときの立木の推定材積等を基

礎として、評価時現在において基準の第一号の算式により算出される

推定立木価額（以下「主伐立木価額」という。）をいう。立木の推定材

積は、その地方に適用される現実林分収穫予想表（これに相当するも

のを含む。以下「収穫予想表」という。）を基礎として算出する。



イ Ｈ１０（基準の第二号のイの算式でｍを１０とした場合に算出される

価額）

Ｈ１０は、評価時現在においてその幼齢林が１０年生であるとした場

合に、基準の第二号のイの算式により算出される額をいう。ただし、

その幼齢林のヘクタール当たりの立木の生立本数が別表第４の別表５

に定める齢級別の限界生立本数未満の場合は、その額に立木度を乗じ

た額をいう。

立木度は、次の算式により算出し、その算出した数値が１以上のと

きは１とし、１未満の端数は、少数第３位を四捨五入して第２位止め

とする。

立木のヘクタール当たり生立本数

立木度＝

限界生立本数

（４） １１年生未満の立木の評価額は、その幼齢林のヘクタール当たりの立

木の生立本数が別表第４の別表５に定める齢級別の限界生立本数未満の

場合は、基準の第二号のイの算式により算出される額に立木度を乗じた

額をいう。

（５） 基準の第二号のイの算式の評価因子の算出方法は、次のとおりとする。

ア Ｄ１、Ｄ２ ・・・ Ｄｍ（それぞれ植栽以後現在までの年ごとの造林

費を評価時現在の時価に換算した価額）

Ｄ１、Ｄ２ ・・・ Ｄｍは、年ごとに、（ア）から（カ）までの費用

を、それぞれ評価時現在の時価に換算し、合計

して算出する。ただし、都道府県知事が、都道

府県の区域を、適当と認める地域ブロックに区

分し、当該ブロックごとに評価因子の標準を作

成し、毎年度あらかじめヘクタール当たりの評

価金額を定めた場合は、当該額に面積を乗じて

算出することができる。

（ア） 新植費は、地拵費、苗木代、仮植費、苗木運搬費及び植付費の

計とする。ただし、天然下種補整の方法により育成した立木にあ

っては、支障木除去費及び地表かき起し費の計とし、誘導造林の

方法により育成した立木にあっては、これに苗木代、仮植費、苗

木運搬費及び植付費を加えた額とする。

（イ） 補植費は、補植苗木代及び植付費の計とする。

（ウ） 保育費は、下刈費、つる切費、除伐費、枝打費及び倒木起し費

の計とする。

（エ） 新植費、補植費及び保育費には、それぞれの５パーセントを標

準とする雑費を計上することができる。



（オ） 管理費は、公租公課、森林保険料、森林見回り費等を必要に応

じ計上する。

（カ） 地代は、土地の価格に４．５パーセントを乗じて得た額を計上

することができる。この場合において、土地の価格は、原則として、

固定資産税の課税標準となった価格とする。

イ Ｐ（年利率）

Ｐは、８で定めるとおりとする。

４ 特用樹の立木の （１） 基準の第三号の適用対象は、はぜ、うるし、あべまき等果実、樹液、

評価 樹皮等の採取を目的とし、かつ、現に採取が可能な特用樹をいう。幼齢

等のためその採取が不可能な特用樹は、基準の第二号又は第五号の適用

対象に含まれるものとする。

（２） その地方の通常の売買実例価格を参しゃくして算出される価額とは、

その地方の通常の果実、樹液、樹皮等の採取量、採取経費、売買単価等

の実例を参しゃくして算出される価額をいう。

５ 保健保安林等の （１） 基準の第四号の適用対象は、自然環境の保全、公衆の保健等を目的と

立木の評価 する保健保安林等の立木で、主として環境緑化木を人工植栽したものを

いう。この場合において、環境緑化木は、その地方における成林が可能

と認められるもので、つつじ、あじさい等の低木以外のものとする。

（２） 新植費を評価時現在の時価に換算した価額とは、新植費を３の（５）

のアの（ア）及び（エ）の規定に準じ、費用をすべて評価時現在の時価

に換算して算出した価額をいう。

６ その他の立木の （１） 基準の第五号の適用対象は、広葉樹林改良の方法により育成した立木

評価 その他の基準の第一号から第四号までの適用対象となる立木以外の立木

をいう。

（２） 基準の第五号の算式の評価因子の算出方法は、次のとおりとする。

Ａｕ（伐期齢に達したときの基準の第一号の算式により算出される推定立

木価額）

Ａｕは、３の（３）のアの規定に準じて算出する。

７ 伐期齢 伐期齢は、すぎ６０年、ひのき６５年、その他針葉樹６０年及び広葉樹３５

年とする。

８ 年利率 年利率は４．５パーセントとする。



別表第４の別表１　標準単木材積及び標準利用率

0.01～0.05
0.06～0.12
0.13～0.21
0.22～0.33
0.34～0.49
0.50～0.66
0.67～0.87
0.88～1.12
1.13～1.40
1.41～

別表第４の別表２　素材の材種別標準生産比率
平均胸高直径階段（cm）

素材の材種（径cm）
　小（～14cm）
　中（14cm～30cm）
　大（30cm～）

別表第４の別表３　伐出事業の投下資本の推定回収期間の標準

m3
     ～   50
   50～  100
  100～  150
  150～  200
  200～  300
  300～  400
  400～  500
  500～  700
  700～1,100
1,100～1,400
1,400～1,700
1,700～2,000
2,000～

別表第４の別表４　伐出事業の作業区分別標準係数

平均胸
高直径

cm
 8～10
12～14
16～18
20～22
24～26
28～30
32～34
36～38
40～
注）　本表は針葉樹に適用する標準係数であり、広葉樹に適用する標準係数については本表の1.2倍とする。

9
6
6

4
5

3
4
5
6 3
8

0.34 0.54 0.85

素材の生産数量 事業期間（ℓ）
投下資本の推定回収期間の標準

ℓ×２／３

2
3

0.90

40～42 1.25 1.100
     44～ 1.51 1.329

32～34 0.78 0.671
36～38 1.00 0.870

24～26 0.41 0.338
28～30 0.58 0.493

16～18 0.16 0.114
20～22 0.27 0.208

 8～10 0.03 0.017
12～14 0.09 0.059

標準利用率

m3 cm m3 m3

立木材積の範囲 対応胸高直径
標 準 単 木 材 積

立　木 丸　太

0.82
0.85
0.86
0.87

0.56
0.65
0.71
0.77

0.88
0.88

～14 16～18 20～22 24～26 28～30 32～34 36～38 40～42 44～

1.00 0.66 0.46 0.15 0.10 0.06 0.05 0.04 0.03
0.48 0.34 0.30

0.28 0.47 0.62 0.67
0.66

10
12

7
8

5
6

14
15

10
10

7
8

16
18

11
12

8
9

18

伐木造材（皆伐） 機械集材 トラクタ集材 林内作業車集材

129

運搬距離 係 数

クレーン集材 トラック運搬

ﾁｪｰﾝｿｰ ﾌﾟﾛｾｯｻ併
用係数

集材距離 係 数 集材距離 係 数
係 数

m m m

集材距離 係 数集材距離 係 数

20以下 0.15
m km

0.91 0.74 50以下 0.12 100以下 0.13
0.45 0.34 100　〃 0.14

10以下 0.08100以下 0.22
20　〃 0.11 30　〃 0.17200　〃 0.16 200　〃 0.25

40　〃 0.19300　〃 0.19 300　〃 0.28
0.20 0.14 400　〃 0.15

30　〃 0.130.28 0.20 200　〃 0.14
50　〃 0.22400　〃 0.21 400　〃 0.30
60　〃 0.24500　〃 0.24 500　〃 0.33

0.14 0.09 700　〃 0.17
0.16 0.11 500　〃 0.16

70　〃 0.26600　〃 0.28 600　〃 0.36
80　〃 0.28

1,000　〃 0.19
0.12 0.07 800　〃 0.18

4
4

    ℓ×１／２

2
2
3

0.10
0.11 0.07



別表第４の別表５　齢級別限界生立本数
（単位：ha当たり本）

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

Ⅸ以上
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ
Ⅸ

Ⅹ以上
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

Ⅸ以上
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

Ⅸ以上
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
Ⅷ

Ⅸ以上
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

Ⅵ以上
注）１　上表のha当たり植栽本数未満の森林にあっては、各樹種欄の最小植栽本数欄を適
　　　用する。
    ２　きり等の欄の適用は、その保険価額が別表第１の広葉樹の保険金額の標準に相当
　　　する額に準ずるものに限る。

すぎ

ひのき

まつ類

からまつ

その他の
針葉樹・
広葉樹

きり等

1,400 1,400 1,400
1,200 1,200 1,200

1,600 1,800 1,900
1,500 1,600 1,700

1,700 2,100 2,400
1,600 1,900 2,300

600 600 600
800

1,200 1,200 1,300

800 800
900

1,300 1,500

1,700 1,900

1,900 2,600
1,600 2,000

1,000 1,000

2,400 3,200
2,200 2,900

900 900

800 800

1,000
900 900

1,900
1,400 1,400
1,200 1,200

1,000 1,000 1,000

1,400 1,400 1,400

1,600 1,900 2,300

樹　　種 齢　　級
ha　当　た　り　植　栽　本　数

2,000～ 2,500～ 3,000～ 4,000～ 200～

1,700 2,100 2,400
1,500

700 700
500 500

800

800 800

700 700 700
2,100 2,400
1,900

1,000

2,300
1,600

900 900 900
800 800

1,000 1,000 1,100

1,200 1,200 1,200

1,500

300 300 300

1,700 2,100 2,400

1,600 1,900

800

800

800 800
600 600 600

900 900

500 500 500

120

180
180
170
140

1,000 1,000 1,000

190

800


